
令和５年 第１３回 川口市教育委員会定例会

                                日 時 令和５年８月３日（木） 

                                    午後１時３０分 

                                場 所 川口市教育委員会室 

日    程

１ 開 会

２ 点 呼

３ 前回会議録の承認

（１）第１２回川口市教育委員会定例会会議録 

４ 教育長報告

（１）８月行事予定について                               ――  １

（２）教育財産の用途廃止について                            ――  ５

（３）川口市学校運営協議会委員の委嘱を解いたことについて                ――  ６

５ 協議事項

６ 議 事

議案第９４号 ９月市議会に係る議案の原案決定について【補正予算】            ――当日１

議案第９５号 ９月市議会に係る議案の原案決定について【条例議案】            ――当日２

議案第９６号 川口市学校運営協議会委員を委嘱することについて              ――  ７

議案第９７号 川口市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則について        ――  ９

議案第９８号 教職員の人事の内申について                        ――当日３

７ その他

（１）第１６回川口ツーデーマーチについて                        ――別添１

（２）第４１回川口マラソン大会について                         ――別添１

８ 閉 会



日 曜日 日 曜日

（15：00　展示）

太陽観測実習（13：00　天文台）

夜間観測会「球状星団」

（20：00　天文台）

メカモグラ体験&入門！電気工作

科学出張教室

（10：30　ララガーデン川口）

社会体験実習受入　学習院大学３名

（～13日）

中学生・高校生によるサイエンスＤＡＹ

（10：00　展示）

休館日

博物館実習受入　群馬県立女子大学１名（～13日）

科　学　館

科学出張教室

（10：00　木曽呂小学校）

川口市図書館・映像・情報メディアセンター運営審議会

わらべうたとえほんの会（11：00　中央図書館）

（11：00　中央図書館）

わらべうたとえほんの会

おはなし会

（14：30　全館）

芝北文庫臨時休館

（10：30　戸塚図書館）

夏休みおはなし会

（14：00　中央図書館）

おさなごのおはなし会（11：00　前川図書館）

おはなし会（11：00　芝北文庫）

中　央　図　書　館

（14：00　メディアセブン）

夏休みおはなし会

（14：00　中央図書館）

（13：30　朝日公民館）

（14：30　全館）

おはなしじゅうたん（10：30　鳩ヶ谷図書館）

月

15

12

13 日

（10：30　歴史自然資料館）

ワークショップ「掘り出す形」造形体験

水夏休みこども天文教室「星座の星を見よう」

（10：00　プラネ・天文台）

日

月7

8

おはなし会

科学出張教室

（10：30　アリオ川口）

水

火

「池波正太郎生誕１００周年を記念して」①

木

1

3

市民大学

月14

山の日

2 水

木

金

8

9

10

3

4

5

6

川口市教育総務部指定管理者

第１回川口市文化財保護審議会

土

教育委員会定例会

（13：30　教育委員会室）

日

水

木

日

月

火

11

12

金

土

13

7

15 火

生　涯　学　習　課

令　和　５　年

1 火

８ 月 行　事　予　定　表

子ども大学かわぐち２日目

候補者選定専門委員会

（13：30　局２階会議室）

教　育　総　務　課

（10：15　ララガーデン川口）

（14：00　第一本庁舎６０１大会議室

総合教育会議

夏休みおはなし会（14：00　中央図書館）

芝北文庫臨時休館

火

金

14

11

10（9：30　中青木分室）

土

2

火

土

木

6

（15：00　文化財センター）

金

5

4

ス　ポ　ー　ツ　課文　化　財　課

（10：00　郷土資料館）（～16日）

ワークショップ「ベーゴマで遊ぼう！」

休館日

9

燻蒸処理（～15日） 親子で楽しむ絵本とわらべうた
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教育長報告（１）



日 曜日 日 曜日

（9:30　展示）

休館日

旧車運転体験（13:00　展示）

特別観測会「土星」（19:30　天文台）

旧車運転体験

科学ものづくり教室「2足歩行ロボットに挑戦！」（10：00　展示）

おはなしじゅうたん（10：30　鳩ヶ谷図書館）

オンライン施設見学（芝・朝日西小学校）（9：00　中央図書館）

科学出張教室

（8：30　上青木南小学校）

オンライン施設見学（芝中央小学校）（9：00　中央図書館）

親子で楽しむ絵本とわらべうた（10:30　戸塚図書館）

絵本とわらべうたの会（10：30　新郷図書館）、おはなし会（11：00　芝北文庫） （8：30　戸塚綾瀬小学校）

科学出張教室

科学出張教室（8：30　領家小学校）

（10：00　プラネ・天文台）

（8：30　朝日東小学校）

休館日

科学出張教室

夏休みこども天文教室「星座の星を見よう」

科　学　館

（10：30　展示）

（11：00　前川図書館）

夏休みおはなし会（14：30　鳩ヶ谷図書館）

出張おはなし会（8：55　新郷東小学校）

おはなし会

（14：30　全館）

出張おはなし会

夏休みおはなし会

夏休みおはなし会（14：00　横曽根図書館、14：30　鳩ヶ谷図書館）

中　央　図　書　館

わらべうたであそぼう

（14：30　新郷図書館）

24

市民大学「人生１００年ライフプラン講座」②

（10：00　西公民館）

市民大学

17「池波正太郎生誕１００周年を記念して」②

（9：30　第一本庁舎601大会議室

水

社会教育委員会議

30

「池波正太郎生誕１００周年を記念して」③

（13：30　朝日公民館）

（9：00　郷土資料館） 水

オンライン歴史教室

（9：00　郷土資料館） （10：15　本町小学校）

月

オンライン歴史教室

出張ブックトーク（9：10　芝南小学校）

出張おはなし会（9：25　差間小学校）

29 火

出張おはなし会

（10：15　本町小学校）

28

25 金

23

科学出張教室（8：30　朝日西小学校）

出張ブックトーク（9：00　飯塚小学校）

出張おはなし会（9：20　戸塚北小学校）

22

科学出張教室（8：30　前川東小学校）

科学出張教室

（8：30　青木中央小学校）

子ども大学かわぐち３日目

月

20

21

19

日（9：30　埼玉県立川口工業高等学校）

市民大学「人生１００年ライフプラン講座」①（10：00　西公民館）

土

（10：00　郷土資料館）（～18日）

おさなごのおはなし会

ワークショップ「まが玉をつくろう！」

メカモグラ体験&入門！電気工作

（10：30　展示）

メカモグラ体験&入門！電気工作

（11：00　横曽根図書館）

市民大学

月 行　事　予　定　表

22

教育委員会定例会

（9：30　ワークファンルーム）

水

20 日

土

木

水

８令　和　５　年

17

25 金

28 月

24 木

23

月

火

30 水

27 日

26 土

29 火

21

16

19

18 金

土26

木

16

木

18 金

27 日

火

水

教　育　総　務　課 生　涯　学　習　課 文　化　財　課 ス　ポ　ー　ツ　課

（13：30　朝日公民館）

「２足歩行ロボットに挑戦！」（9：40　展示）

31 木

市民大学

「池波正太郎生誕１００周年を記念して」④ 31 木

科学ものづくり教室

太陽観測実習（13：00　天文台）

おはなし会（14：30　中央・前川・新郷・戸塚図書館）

中高生向けおはなし会（15：30　横曽根図書館）

（13：30　朝日公民館）
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日 曜日 日 曜日

令　和　５　年

庶　務　課 市　立　高　等　学　校

13

12 土

日

14 月

15 火

5

水9

10 木

11 金

6 日

7 月

8 火

火

2 水

3 木

4 金

1

土

土12

サマーリフレッシュウィーク（学校閉庁日）

（8:50　県立総合教育センター）

県公立小・中学校等教頭候補者選考

副校長・教頭マネジメント研修会

（14:10　並木公民館）

（10:00　川口市立高等学校）2 水

市立学校長会議

（8:50　浦和合同庁舎）

（～16日）

校長対象人事評価研修会

学校給食研修会・衛生管理講習会

（10：00　青木会館）

第１６回川口理科オリンピック

（9:00　オンライン）

（8:50　県立総合教育センター）

県公立小・中学校等教頭候補者選考

附属中学校第２回学校説明会（9:20　附属中学校）

（10:00　オンライン）

5

日

14 月

6

水

火

8

学　務　課

4 金

1

県公立小・中学校等校長候補者選考

指　導　課 学　校　保　健　課

15

9

８ 月

11 金

月

火

土

木

7

火

行　事　予　定　表

13

10

3 木

日
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日 曜日 日 曜日

令　和　５　年

川口市奨学資金貸付申請受付（～25日）

第２学期始業式（全日制）

全日制第２回学校説明会

（9：00　市立高等学校）

市　立　高　等　学　校

（9:00　各学校）

県公立小・中学校等校長候補者選考

スクールガードリーダー講習会

29

（14:00　川口総合文化センター・リリア）　

26

（15:00　教育研究所）

21

日

サマースクール

30

27

月

水

火

火

23

金

19 土

20 日

28

水

24 木

25

月

22

土

16 水

木17

18 金

29

水 （9:00　各学校）

南部教育事務所総務・人事・学事担当学校訪問

火

30

南部教育事務所総務・人事・学事担当学校訪問

川口市教育研究会教育講演会

南部教育事務所総務・人事・学事担当学校訪問

24 木

火22

21

19

庶　務　課 指　導　課 学　校　保　健　課

（13：15　川口市立高等学校）

（10:00　オンライン配信）

学　務　課

木

水

金

（8:45　埼玉大学・川口市立高等学校他）

県公立学校教員採用選考第２次試験

（8:45　総合教育センター他）

県公立学校教員採用選考第２次試験

サマースクール

サマースクール

サマースクール

サマースクール

（9:00　各学校）

（8:50　県立総合教育センター）

教頭対象人事評価研修会

（8:50　県立総合教育センター）

川口市養護教諭夏季研修会

26 土

月

県公立小・中学校等校長候補者選考

27 日

28 月

土

20 日

23 水

25 金

16

17

18

８ 月 行　事　予　定　表

木31 31 木
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教育財産の用途廃止について 

１ 財産(土地・建物)の内容 

名 称  旧前川図書館 

２ 用途廃止の理由 

  当該前川図書館については、昭和５２年に設置したが、建物の老朽化が進み平

成２５年に実施した耐震診断において要耐震補強と診断されたため、新しい前川

図書館を建設し移転したことにより、その役割を終えた。公共施設マネジメント

推進会議において、売却方針が決定したことにより、手続きを進めるため用途廃

止したもの。 

３ 廃止日 

  令和５年７月２８日

種 別 

（土地・ 

建物） 

所在地 

（物件の表示）

地 番 

（家屋番号）

地 目 

又は 

構 造 

公簿地積（現況地積）

又は 

床面積 

土地 前川１丁目 3-18 宅地 1,507.92㎡

建物 前川１丁目 3-18 鉄筋コンクリート 2,265.39㎡

建物 前川１丁目 3-18 鉄骨造 9.60㎡

建物 前川１丁目 3-18 
コンクリート 

ブロック 
10.00㎡

土地合計 1,507.92㎡

   建物合計 2,284.99㎡
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教育長報告（２）



川口市学校運営協議会委員の委嘱を解いたことについて

（１）川口市立飯塚小学校

氏 名 委嘱年月日 規則第６条関係 解職年月日

青木 進二 令和４年４月１日 飯塚２丁目町会長 令和５年７月３１日

（２）川口市立前川東小学校

氏 名 委嘱年月日 規則第６条関係 解職年月日

熊木 喜好 令和４年４月１日 前川３丁目町会長 令和５年７月３１日

（３）川口市立在家小学校

氏 名 委嘱年月日 規則第６条関係 解職年月日

小林 稔 令和５年４月３日 おやじの会会長 令和５年７月３１日
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教育長報告（３）



議案第９６号 

川口市学校運営協議会委員を委嘱することについて 

 川口市学校運営協議会委員に別紙の者を委嘱するため、川口市学校運営協議会規則

（平成２１年教育委員会規則第１号）第６条の規定により議決を求める。 

令和５年８月３日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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１ 委嘱をする者 

※任期の開始は令和５年８月３日から 

（１）川口市立飯塚小学校 

№ 氏 名 規則第６条関係 任期 

１ 中島 一行 飯塚２丁目町会長 令和６年３月３１日 

（２）川口市立前川東小学校 

№ 氏 名 規則第６条関係 任期 

１ 及川 修 前川３丁目町会長 令和６年３月３１日 

（３）川口市立在家小学校 

№ 氏 名 規則第６条関係 任期 

１ 白岩 雄輝 おやじの会会長 令和７年３月３１日 
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議案第９７号

川口市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則について

 このことについて別紙のとおり議決を求める。

令和５年８月３日提出

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之
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川口市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則

川口市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

第３条中「規程規則」を「規則」に改める。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし、次条第１項の職員にあっては、押印を省略することができる。

第７条第２項及び第３項中「出勤簿」を「勤務整理簿」に改める。

第７条の２第１項中「記録し、管理する」を「記録、管理し、併せて職員の服務

等の手続に関する事務処理を行うための」に改め、「この条において」を削る。

第８条第３項中「様式第３号の職務専念義務免除願」を「勤務管理システム及び

様式第３号の職務専念義務免除願（教育長が別に定めるものにあっては、勤務管理

システム）」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、勤務管理システムにより難い場合にあっては、様式第３号の職務専念

義務免除願によるものとする。

第１０条を次のように改める。

（年次休暇）

第１０条 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条

例第２８号。以下「県条例」という。）第１３条に規定する年次休暇を受けよう

とするときは、勤務管理システムにより、校長にあっては教育長に、その他の職

員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

第１０条の次に次の５条を加える。

（病気休暇）

第１０条の２ 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉

県教育委員会規則第９号。以下「県規則」という。）に規定する病気休暇を受け

ようとするときは、勤務管理システム及び様式第４号の病気休暇簿により、校長

にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければ

ならない。

２ 職員は、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定によ

る願い出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書
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類を添えなければならない。

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該期間における週休日、県規則第１

０条第１項に規定する時間外勤務代休時間全指定日並びに学校職員の休日及び

学校職員の休日の代休日以外の日（以下この項において「要勤務日」という。

）の日数が通算して３日以下である場合を除く。）

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前１月間における病気休暇を使用した日（

要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上である

場合における当該請求に係る病気休暇

（特別休暇）

第１０条の３ 職員は、県条例第１５条に規定する特別休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システムにより、校長にあっては教育長に、その他の職員にあって

は校長に、それぞれ届け出又は願い出なければならない。

２ 職員は、県規則第１２条第１項第１号本文に規定する休暇を受けようとすると

きは、前項による届け出の際、様式第５号の休暇届を添えなければならない。

３ 職員は、県規則第１２条第１項第２号又は第４号に規定する休暇を受けようと

するときは、第１項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

４ 職員は、県規則第１２条第１項第８号に規定する休暇を受けようとするときは、

第１項による願い出の際、様式第６号の要介護者の状態等申出書を添えなければ

ならない。

５ 第１項の規定にかかわらず、勤務校内において全血献血をするため県規則第１

２条第１項第２２号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出

ることができる。

６ 職員は、県規則第１２条第１項第２５号に規定する休暇を受けようとするとき

は、第１項による願い出の際、様式第７号のボランティア活動計画書を添えなけ

ればならない。

（組合休暇）

第１０条の４ 職員は、県条例第１６条に規定する組合休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システム及び様式第８号の休暇願により校長に願い出なければなら

ない。

-11-



（介護休暇等）

第１０条の５ 職員は、県条例第１７条に規定する介護休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システム及び様式第９号の介護休暇簿により、校長にあっては教育

長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

２ 職員は、県条例第１７条の２に規定する介護時間を受けようとするときは、勤

務管理システム及び様式第９号の２の介護時間簿により、校長にあっては教育長

に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

（勤務管理システムを使用しない場合）

第１０条の６ 第１０条から前条までの規定にかかわらず、勤務管理システムによ

り難い場合における各休暇の届け出又は願い出については、それぞれ規定する様

式（年次休暇の場合にあっては、別に定める休暇届簿、特別休暇（県規則第１２

条第１項第１号本文に規定する休暇を除く。）の場合にあっては、様式第９号の

３の休暇願）により行うものとする。

第１１条中「様式第１０号の欠勤届」を「勤務管理システム」に改め、同条に次

のただし書を加える。

ただし、勤務管理システムを使用していない職員にあっては、様式第１０号の

欠勤届によるものとする。

第１３条の見出しを「（届け出及び願い出）」に改め、同条中「、第１０条又は

第１１条」を「第１０条から第１０条の６まで又は第１１条」に、「速やかに第１

０条又は第１１条」を「速やかにそれぞれに規定する」に改める。

第１７条の７第１項中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）

」を加える。

第２４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第９号までを１号ず

つ繰り上げる。

様式第４号及び様式第５号を次のように改める。

様式第４号 別紙のとおり

様式第５号 別紙のとおり

様式第５号の２及び様式第５号の３を削り、様式第６号を次のように改める。

様式第６号 別紙のとおり
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様式第６号の２及び様式第６号の３を削る。

様式第９号の２の次に次の１様式を加える。

様式第９号の３ 別紙のとおり

附 則

この規則は、令和５年９月１日から施行する。
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様式第４号

年 分 病 気 休 暇 簿

職 名 氏 名

承認欄 日数 証明
承認 申請 申請 期間の連続

期 間 病休通算判 理 由 書類の 備 考決裁権
月日 月日 者印 定期間発生 性の有無等者印 有無の有無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

月 日 時 分から 日 □有（合計 日） □有
・ ・

月 日 時 分まで 有 無 □無 □無

備考１ 承認欄は校長にあっては教育長、その他の職員にあっては校長とする。
２ 「期間の連続性の有無等」の欄には、今回の申請に係る特定病気休暇（学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第１１条第３項第１号から第３
号までに掲げる場合以外の場合における病気休暇をいう。以下同じ。）の期間と前回までの特定病気休暇の期間が連続する場合（連続するものとみ
なされる場合を含む。）に該当するかについてその有無を記入し、これに該当するときは今回の申請に係る特定病気休暇の日数と前回までに使用し
た特定病気休暇の日数を合計した日数（当該療養期間中の週休日等の日数を含み１日以外を単位とする特定病気休暇を申請する日又は使用した日に
ついては、これらの日を１日として算出した日数）を記入すること。

-
1
4
-



様式第５号

年 月 日

校長は、教育長
様

所属職員は、学校長

学校名・職名

氏 名

休 暇 届

私は、下記のとおり休暇を受けたいので届け出ます。

記

１ 休暇の種類

２ 期 間

３ 連 絡 先
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様式第６号

要介護者の状態等申出書

年 月 日

校長は、教育長
様

所属職員は、学校長

学校名・職名

氏 名

１ 要介護者に関する事項

(1) 氏名

(2) 職員との続柄

(3) 職員との同居又は別居の別

□ 同居 □ 別居

(4) 介護が必要となった時期

年 月 日

２ 要介護者の状態

３ 備考

注１ 「１(4) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時
から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を
省略することができる。

注２ 「２ 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならな
くなった状況が明らかになるよう、具体的に記入する。
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様式第９号の３

年 月 日

校長は、教育長
様

所属職員は、学校長

学校名・職名

氏 名

休 暇 願

私は、下記により休暇を受けたいので承認をお願いします。

記

１ 休暇の種類

２ 理 由

３ 期 間

４ 休暇地及び連絡先
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川口市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則案要綱 

１ 改正の趣旨 

  新たな勤務管理システムを導入し、休暇の取得等の手続を電子化するとともに、

学校職員の勤怠状況を一元的に管理することができるようにするため必要な改

正を行うもの。 

２ 改正の内容 

 (1) 勤務管理システムを使用する職員は、出勤時における出勤簿への押印を省略

することができることとするもの。 

(2) 職務に専念する義務の免除の承認の手続は、勤務管理システム及び所定の様

式によることとするもの。

 (3) 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間及び組合休暇を受け

ようとするときは、それぞれの休暇ごとに定める添付書類等の提出のほか、勤

務管理システムにより願い出なければならないこととするもの。 

 (4) やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、勤務管理システムにより

あらかじめ届け出なければならないこととするもの。 

 (5) 勤務管理システムにより難い場合における各種休暇等の届け出又は願い出に

ついては、それぞれに規定する様式により行うこととするもの。 

 (6) その他必要な規定の整備を行うもの。 

３ 施行期日 

  令和５年９月１日から施行するもの。 

４ 予算措置 

令和５年度当初予算に計上 

５ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   なし 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

議案第９７号参考資料-1-
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川口市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則案新旧対照表

○ 川口市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年教育委員会規則第３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（適用範囲） （適用範囲）

第３条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規則 第３条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この規程規則

の定めるところによる。 の定めるところによる。

（出勤） （出勤）

第７条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に 第７条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に

自ら押印しなければならない。ただし、次条第１項の職員にあっては、押印を省 自ら押印しなければならない。

略することができる。

２ 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退等の場合は、校長又は校長のあら ２ 職員の出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退等の場合は、校長又は校長のあら

かじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。 かじめ指定する職員が、その旨を出勤簿 に記載しておかなければならない。

３ 勤務整理簿の様式は、教育委員会が別に定める。 ３ 出勤簿 の様式は、教育委員会が別に定める。

（出校時刻及び退校時刻の記録） （出校時刻及び退校時刻の記録）

第７条の２ 職員（勤務管理システム（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その 第７条の２ 職員（勤務管理システム（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電 他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により職員の出勤及び退 子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により職員の出勤及び退

勤の状況を記録、管理し、併せて職員の服務等の手続に関する事務処理を行うた 勤の状況を記録し、管理する

めのシステムをいう。以下 同じ。）を使用している勤務場所に勤 システムをいう。以下この条において同じ。）を使用している勤務場所に勤

務する職員に限る。次項において同じ。）は、勤務のために出校したときは、そ 務する職員に限る。次項において同じ。）は、勤務のために出校したときは、そ

の時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。 の時刻を勤務管理システムにより、自ら記録しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（職務専念） （職務専念）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年条例第２２号） ３ 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年条例第２２号）

議
案
第
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に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、勤 に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、様

務管理システム及び様式第３号の職務専念義務免除願（教育長が別に定めるもの 式第３号の職務専念義務免除願

にあっては、勤務管理システム）により教育長に願い出なければならない。ただ により教育長に願い出なければならない。

し、勤務管理システムにより難い場合にあっては、様式第３号の職務専念義務免

除願によるものとする。

（年次休暇） （休暇）

第１０条 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条 第１０条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教

例第２８号。以下「県条例」という。）第１３条に規定する年次休暇を受けよう 育委員会規則第９号。以下「県規則」という。）第１２条第１項第１号本文に規

とするときは、勤務管理システムにより、校長にあっては教育長に、その他の職 定する休暇（以下「産前産後の休暇」という。）又は学校職員の勤務時間、休暇

員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。 等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号。以下「県条例」という。）第１

３条に規定する年次休暇を受けようとするときは、産前産後の休暇にあっては様

式第４号の休暇届に、年次休暇にあっては様式第５号の休暇届簿（校長にあって

は、様式第５号の２の休暇届簿、臨時的任用（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の３に規定する臨時的任用をいう。）された教職員にあって

は、様式第５号の３の休暇届簿）に、所定の事項を記載し、校長（校長にあって

は、教育長）に届け出なければならない。

２ 職員が、県条例第１５条に規定する特別休暇（産前産後の休暇を除く。）を受

けようとするときは、様式第６号の休暇願により、校長にあっては教育長に、そ

の他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務

校内において全血献血をするため県規則第１２条第１項第２２号に規定する休暇

を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

３ 職員が、県条例及び県規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、

様式第６号の２の病気休暇簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員

にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

４ 職員が、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定によ

る願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類

を添えなければならない。

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該期間における週休日、時間外勤務

代休時間全指定日（県規則第１０条第１項に規定する時間外勤務代休時間全指

定日をいう。）、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日（以下

議
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この項において「要勤務日」という。）の日数が３日以下であるものを除く。

）

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前１月間における病気休暇を使用した日（

要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上である

場合における当該請求に係る病気休暇

５ 職員が、県規則第１２条第１項第２号又は第４号に規定する休暇を受けようと

するときは、第２項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

６ 職員が、県規則第１２条第１項第８号に規定する休暇を受けようとするときは、

第２項による願い出の際、様式第６号の３の要介護者の状態等申出書を添えなけ

ればならない。

７ 職員が、県規則第１２条第１項第２５号に規定する休暇を受けようとするとき

は、第２項による願い出の際、様式第７号のボランティア活動計画書を添えなけ

ればならない。

８ 職員が、県条例第１６条に規定する組合休暇を受けようとするときは、様式第

８号の休暇願により校長に願い出なければならない。

９ 職員が、県条例第１７条に規定する介護休暇を受けようとするときは、様式第

９号の介護休暇簿により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校

長に、それぞれ願い出なければならない。

１０ 職員が、県条例第１７条の２に規定する介護時間を受けようとするときは、

様式第９号の２の介護時間簿をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員

にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

（病気休暇）

第１０条の２ 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉

県教育委員会規則第９号。以下「県規則」という。）に規定する病気休暇を受け

ようとするときは、勤務管理システム及び様式第４号の病気休暇簿により、校長

にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければ

ならない。

２ 職員は、次に掲げる病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定によ

る願い出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書

類を添えなければならない。

(1) 連続する８日以上の期間の病気休暇（当該期間における週休日、県規則第１
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０条第１項に規定する時間外勤務代休時間全指定日並びに学校職員の休日及び

学校職員の休日の代休日以外の日（以下この項において「要勤務日」という。

）の日数が通算して３日以下である場合を除く。）

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前１月間における病気休暇を使用した日（

要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上である

場合における当該請求に係る病気休暇

（特別休暇）

第１０条の３ 職員は、県条例第１５条に規定する特別休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システムにより、校長にあっては教育長に、その他の職員にあって

は校長に、それぞれ届け出又は願い出なければならない。

２ 職員は、県規則第１２条第１項第１号本文に規定する休暇を受けようとすると

きは、前項による届け出の際、様式第５号の休暇届を添えなければならない。

３ 職員は、県規則第１２条第１項第２号又は第４号に規定する休暇を受けようと

するときは、第１項による願い出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

４ 職員は、県規則第１２条第１項第８号に規定する休暇を受けようとするときは、

第１項による願い出の際、様式第６号の要介護者の状態等申出書を添えなければ

ならない。

５ 第１項の規定にかかわらず、勤務校内において全血献血をするため県規則第１

２条第１項第２２号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出

ることができる。

６ 職員は、県規則第１２条第１項第２５号に規定する休暇を受けようとするとき

は、第１項による願い出の際、様式第７号のボランティア活動計画書を添えなけ

ればならない。

（組合休暇）

第１０条の４ 職員は、県条例第１６条に規定する組合休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システム及び様式第８号の休暇願により校長に願い出なければなら

ない。

（介護休暇等）

第１０条の５ 職員は、県条例第１７条に規定する介護休暇を受けようとするとき

は、勤務管理システム及び様式第９号の介護休暇簿により、校長にあっては教育

長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。
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２ 職員は、県条例第１７条の２に規定する介護時間を受けようとするときは、勤

務管理システム及び様式第９号の２の介護時間簿により、校長にあっては教育長

に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

（勤務管理システムを使用しない場合）

第１０条の６ 第１０条から前条までの規定にかかわらず、勤務管理システムによ

り難い場合における各休暇の届け出又は願い出については、それぞれ規定する様

式（年次休暇の場合にあっては、別に定める休暇届簿、特別休暇（県規則第１２

条第１項第１号本文に規定する休暇を除く。）の場合にあっては、様式第９号の

３の休暇願）により行うものとする。

（欠勤） （欠勤）

第１１条 職員は、やむを得ない事由のため、欠勤しようとするときは、勤務管理 第１１条 職員は、やむを得ない事由のため、欠勤しようとするときは、様式第１

システム により、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあ ０号の欠勤届により、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあ

っては校長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、勤務管理システムを っては校長に、それぞれ届け出なければならない。

使用していない職員にあっては、様式第１０号の欠勤届によるものとする。

（届け出及び願い出の特例） （願い出及び届出の特例）

第１３条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により第１０条から第１０ 第１３条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、第１０条又は第１

条の６まで又は第１１条の手続をとることができないときは、電話等をもってそ １条 の手続をとることができないときは、電話等をもってそ

の旨を連絡した後、速やかにそれぞれに規定する 手続をとらなければならな の旨を連絡した後、速やかに第１０条又は第１１条の手続をとらなければならな

い。 い。

（修学部分休業の承認申請） （修学部分休業の承認申請）

第１７条の７ 職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の２ 第１７条の７ 職員は、地方公務員法 第２６条の２

第１項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則とし 第１項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則とし

て当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の１月前までに、様式第１８ て当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の１月前までに、様式第１８

号の３の修学部分休業承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。 号の３の修学部分休業承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（校務報告） （校務報告）

第２４条 校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければな 第２４条 校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければな

らない。 らない。
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(1) （略） (1) （略）

(2) 職員出勤簿統計表（毎学期末）

(2) ～(8) （略） (3) ～(9) （略）
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